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主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

検察官の事件受理申立て理由について

検察官の所論は，事件受理申立理由書記載のとおりであるが，要するに，第１審

判決判示第３の事実（以下「本件」という。）について，覚せい剤取締法４１条の

輸入罪及び平成１７年法律第２２号による改正前の関税法１０９条１項，３項の禁

制品輸入罪（以下「本件各輸入罪」という。）の各実行の着手を認めず，被告人ら

の行為がいずれの犯罪についても予備にとどまると判断した原判決は，本件各輸入

罪の実行の着手に関する法令の解釈適用を誤ったものであるから，原判決を破棄し

て相当の裁判を求める，というのである。

しかしながら，被告人らは，共犯者らと共謀の上，外国において覚せい剤を密輸

船に積み込んだ上，本邦近海まで航行させ，同船から海上に投下した覚せい剤を小

型船舶で回収して本邦に陸揚げするという方法で覚せい剤を輸入しようとしたもの

の，悪天候などの理由により，投下した覚せい剤を小型船舶により発見，回収する

ことができなかったものである。その事実関係に照らせば，小型船舶の回収担当者

が覚せい剤をその実力的支配の下に置いていないばかりか，その可能性にも乏し

く，覚せい剤が陸揚げされる客観的な危険性が発生したとはいえないから，本件各

輸入罪の実行の着手があったものとは解されない。これと同旨の原判断は相当であ

り，所論は理由がない。

よって，刑訴法４０８条により，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決す

る。
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(裁判長裁判官 藤田宙靖 裁判官 堀籠幸男 裁判官 那須弘平 裁判官

田原睦夫 裁判官 近藤崇晴)


